
（平成２６年３月２６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認九州地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 4 件



九州（大分）厚生年金 事案 5092 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、17 万

1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年４月７日 

私は、Ａ社に勤務し、平成 17 年４月に賞与の支給を受け、当該賞与から

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、当該期間に係る標準賞

与額の記録が確認できないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

金融機関が提出した申立人の普通預金口座に係る預金元帳、申立人と同様

に賞与の記録が確認できない者に係る税額証明書等から判断すると、申立人

は、申立期間において、Ａ社から賞与の支給を受け、厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが推認できる。 

また、申立期間の標準賞与額については、前述の預金元帳等により算出し

た賞与額及び保険料控除額から、17万 1,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間当時の事業主は不明であると供述しているが、Ａ社が加入し

ていた健康保険組合及び厚生年金基金の加入記録にも申立人の申立期間にお

ける賞与支給の記録が無く、健康保険組合、厚生年金基金及び社会保険事務

所（当時）のそれぞれが、事業主から当該賞与に係る届出があったにもかか

わらず、いずれも当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主は、

申立期間に係る賞与額を社会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

  



九州（大分）厚生年金 事案 5093 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和

20 年４月 16 日であると認められることから、申立人の厚生年金保険被保険

者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、20 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19年５月１日から 20年４月頃まで 

 私は、Ａ社Ｂ事業所に、昭和 19 年４月１日から 20 年４月頃まで勤務し

ていたにもかかわらず、申立期間に係る厚生年金保険被保険者記録が確認

できないので、記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿及び申立人に係る厚生年金

保険被保険者台帳により、申立人が、昭和 19 年４月１日に同社に係る被保険

者資格を取得していることが確認できるが、それぞれの被保険者資格の喪失

年月日欄は空欄となっており、同喪失日を確認することができない。 

一方、申立人は、Ｃ市Ｄ区（現在は、Ｅ区）に所在したＡ社Ｂ事業所に昭

和 19 年４月１日から勤務し、20 年＊月頃の空襲の時、同社から避難したま

ま、同社には戻らなかった旨供述しているところ、ⅰ）同社における厚生年

金保険被保険者名簿及びオンライン記録により、19 年４月１日に同社に係る

被保険者資格を取得し、申立期間においても継続して同被保険者であったこ

とが確認できる同僚は、入社して約１年間、同社の寮において、申立人と同

じ班であった旨供述していること、ⅱ）Ｃ市発行の「戦災誌」により、20 年

＊月＊日の深夜から翌日未明にかけての空襲のため、Ｄ区域の大部分が焼失

区域になったことが確認できることから、申立人は、申立期間において、同

社に勤務していたことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人がＡ社Ｂ事業所において、

昭和 20 年４月 16 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を社会

  



保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人に係る厚生

年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金

保険被保険者名簿の被保険者資格の取得時（昭和 19 年４月）の記録から、20

円とすることが妥当である。 

 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5094 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、

平成15年７月23日は28万円、同年12月３日は14万6,000円、16年７月26日は12

万7,000円、同年12月７日は21万8,000円、18年７月31日は20万8,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 23日 

            ② 平成 15年 12月３日 

            ③ 平成 16年７月 26日 

            ④ 平成 16年 12月７日 

            ⑤ 平成 18年７月 31日 

私は、Ａ社に勤務し、申立期間に係る賞与の支給を受け、厚生年金保険

料を控除されていたにもかかわらず、当該期間に係る標準賞与額の記録が

確認できない。 

全ての申立期間について、標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る標準賞与額の記録について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、

これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 

２ 申立期間については、当該期間に係る申立人名義の金融機関の「お取引

  



明細」により確認できる賞与の振込額、Ｂ市が提供した申立人に係る平成

18 年分の源泉徴収票及び申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が

Ａ社に係るオンライン記録により確認できる複数の同僚が所持している賞

与支給明細書から判断すると、同社から申立人に対し、当該期間に係る賞

与が支給され、厚生年金保険料を事業主により当該賞与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、前述の「お取引明細」及

び複数の同僚の賞与支給明細書から推認できる賞与支給額及び保険料控除

額から、平成 15年７月 23日は 28万円、同年 12月３日は 14万 6,000円、

16年７月 26日は 12 万 7,000円、同年 12 月７日は 21万 8,000 円、18年７

月 31日は 20万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、申立人に係る当時の関係資料を

保管しておらず不明であると回答しており、このほかにこれを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5095 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格

喪失日に係る記録を昭和 39 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ支店における資格喪

失日に係る記録を昭和 39 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

３ 申立人は、申立期間③の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ支店における資格喪

失日に係る記録を昭和 51 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 12月 30日から 39年１月１日まで 

② 昭和 39年４月 20日から同年５月１日まで 

           ③ 昭和 51年２月 29日から同年３月１日まで 

私は、Ａ社に継続して勤務していたが、申立期間①、②及び③に係る厚

生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

全ての申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

 

  

 



しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の被保険者記録、Ａ社が提出した勤務

証明書及び人事配置歴表並びに事業主の供述から判断すると、申立人が同

社に継続して勤務し（昭和 39 年１月１日にＡ社Ｂ事業所から同社Ｃ支店に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票における昭和 38 年 11 月の記録か

ら、１万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、誤った資格喪失日を社会保険事務所（当時）に対し

届け出ており、申立期間①に係る厚生年金保険料を納付していないことを

認めていることから、社会保険事務所は、当該期間に係る保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

    

２ 申立期間②については、雇用保険の被保険者記録、Ａ社が提出した勤務

証明書及び事業主の供述から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し

（Ａ社Ｃ支店から同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社Ｄ事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿により申立期間当時の厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

る同僚及び事業主の供述から判断すると、昭和 39 年５月１日とすることが

妥当である。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 39 年３月の記録から、

１万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、誤った資格喪失日を社会保険事務所に対し届け出て

おり、申立期間②に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、社会保険事務所は、当該期間に係る保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

  



履行していないと認められる。 

    

３ 申立期間③については、雇用保険の被保険者記録、申立人が提出した辞

令、Ａ社が提出した勤務証明書及び事業主の供述から判断すると、申立人

が同社に継続して勤務し（昭和 51 年３月１日にＡ社Ｃ支店から同社Ｅ支店

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 51 年１月の記録から、

15万円とすることが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、誤った資格喪失日を社会保険事務所に対し届け出て

おり、申立期間③に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、社会保険事務所は、当該期間に係る保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

 

 

 

  



九州（大分）国民年金 事案 2761 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年３月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年３月から 52年３月まで 

  私は、婚姻したことを契機として、昭和 49 年３月に妻の分と一緒に国民

年金の加入手続を行い、私か妻が夫婦二人分の国民年金保険料を地区の集

金人に納付していたが、申立期間が未納となっていることに納得できない

ので、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻したことを契機として、昭和 49 年３月に自身と妻の国民年

金の加入手続を行った旨供述しているが、国民年金被保険者台帳管理簿及び

オンライン記録により、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後の

記号番号に係る被保険者の資格取得日から、50 年 12 月から 51 年 12 月まで

の間に夫婦連番で払い出されていることが推認でき、申立人の主張と符合し

ない。 

また、前述の払出時期で最も早い昭和 50 年 12 月時点では、申立期間のう

ち 49 年３月から 50 年３月までの国民年金保険料については過年度納付が可

能であるが、申立人及びその妻からは当該期間の保険料について、過年度納

付が行われたことをうかがわせる供述を得ることができない。 

さらに、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿により、申立期間は未

納と記録されていることが確認でき、当該期間に係る保険料が納付されたこ

とをうかがわせる記録は確認できない上、一緒に納付したとする申立人の妻

に係る同市の被保険者名簿においても、申立期間は未納とされている。 

加えて、申立人又はその妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに、申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

  



九州（大分）国民年金 事案 2762 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年３月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年３月から 52年３月まで 

  私の国民年金加入手続については、婚姻したことを契機として、昭和 49

年３月に夫が私の分も一緒に行ってくれ、私か夫が夫婦二人分の国民年金

保険料を地区の集金人に納付していたが、申立期間が未納となっているこ

とに納得できないので、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻したことを契機として、昭和 49 年３月に申立人の夫が自身

の分と一緒に国民年金の加入手続を行った旨供述しているが、国民年金被保

険者台帳管理簿及びオンライン記録により、申立人の国民年金手帳記号番号

は、申立人の前後の記号番号に係る被保険者の資格取得日から、50 年 12 月

から 51 年 12 月までの間に夫婦連番で払い出されていることが推認でき、申

立人の主張と符合しない。 

また、前述の払出時期で最も早い昭和 50 年 12 月時点では、申立期間のう

ち 49 年３月から 50 年３月までの国民年金保険料については過年度納付が可

能であるが、申立人及びその夫からは当該期間の保険料について、過年度納

付が行われたことをうかがわせる供述を得ることができない。 

さらに、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿により、申立期間は未

納と記録されていることが確認でき、当該期間に係る保険料が納付されたこ

とをうかがわせる記録は確認できない上、一緒に納付したとする申立人の夫

に係る同市の被保険者名簿においても、申立期間は未納とされている。 

加えて、申立人又はその夫が申立期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに、申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

  



九州（鹿児島）国民年金 事案 2763 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年６月から 58年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年６月から 58年 10月まで 

申立期間の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付については、

私の元妻が行ってくれた。申立期間当時、毎年３月の確定申告の際に、元

妻と国民年金について話をしたことを記憶している。 

申立期間の保険料が納付済みとされていないことに納得できないので、

記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るオンライン記録において、国民年金の加入記録は確認できな

い。 

また、申立期間は基礎年金番号制度の導入前であることから、当該期間の

国民年金保険料を納付するためには、国民年金手帳記号番号が払い出されて

いなければならないが、申立人に対して記号番号が払い出された記録は確認

できないことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、保険料を納付

することはできなかったものと考えられる。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、当該加入手続及び保険料納付を行ったとする申立人の元妻について、申

立人は、既に死亡したと供述していることから、申立期間に係る国民年金の

加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

加えて、申立人及びその元妻が申立期間の保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



九州（長崎）国民年金 事案 2764 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年４月から平成３年 10 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から平成３年 10月まで 

私は、過去に国民年金保険料の免除申請を行った期間はあるかもしれな

いが、申立期間については、金融機関で定期的に保険料を納付していたと

記憶している。 

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間については、金融機関で定期的に国民年金保険料を納

付していたと主張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立期間直後の保険料を現年度

納付していることが確認できるものの、申立期間直前の昭和 60 年 12 月から

62 年３月までの期間は、当初、申請免除期間とされていたものが、平成７年

12 月から９年２月にかけて保険料が追納されていること、及び申立人に係る

Ａ市の国民年金被保険者名簿の昭和 62 年度の欄には「却下」と記載されてい

ることが確認できるほか、申立人から申立期間の保険料について現年度納付

した経緯等に係る具体的な供述を得ることができない。 

また、申立期間は 55 か月と長期間であり、行政機関等においてこれだけの

期間に連続して事務処理上の誤りがあったとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



九州（大分）厚生年金 事案 5096  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月２日から 43年３月 22日まで    

Ａ社に勤務した期間のうち、同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動した直後

の標準報酬月額が、異動前の標準報酬月額より低額になっているので、記

録を訂正してほしい。 

      

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、同社Ｃ支店に係る当時の資料は保管しておらず、申立人の申立期

間に係る報酬月額及び厚生年金保険料の控除額については不明と回答してい

ることから、当該期間における申立人の報酬月額及び厚生年金保険料の控除

額について確認することができない。 

また、Ａ社Ｃ支店に係る厚生年金保険被保険者名簿により、申立人に係る

標準報酬月額の記録は、オンライン記録と一致していることが確認できる上、

遡って訂正されるなどの不自然な点は見当たらない。 

さらに、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明

細書等の資料は無く、ほかに、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



九州（長崎）厚生年金 事案 5097 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男      

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：   

     

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月１日から 32年４月１日まで 

私は、昭和 30 年４月１日にＡ事業所（後の、Ｂ社）に就職し、32 年３

月末までＣ職として勤務した。 

当時の同僚は、「自分には厚生年金保険の被保険者記録がある。」と

言っている。 

申立期間について、同僚に厚生年金保険の被保険者記録があり、自分の

記録が無いことに納得できないので、調査して、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」と

いう。）により、申立人が姓名を挙げた複数の同僚の厚生年金保険の被保険

者記録が確認できることから、期間の特定はできないものの、申立人が同社

に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用

事業所ではなく、商業登記簿謄本により、同社は昭和 59 年 12 月２日に解散

していることが確認できる上、申立期間当時の事業主及び複数の取締役は既

に死亡していることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料が事業主

により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び供述を得るこ

とができない。 

また、被保険者名簿により、申立期間における厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる複数の同僚からは、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料

の給与からの控除について供述を得ることができない上、申立人及び当該同

僚が、申立期間当時の同僚として姓名又は姓のみを挙げた者の中には、複数

の者について厚生年金保険の被保険者記録が確認できないことから判断する

  



と、事業主は、当該期間当時、必ずしも全ての従業員について厚生年金保険

に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

さらに、被保険者名簿において、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記

録は確認できず、健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録

が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5098（福岡厚生年金事案 538、1359、2844及び 4362

の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、全ての申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月１日から 24年４月１日まで 

           ② 昭和 24年８月３日から 26年１月４日まで 

           ③ 昭和 26年５月 12日から 27年１月 30日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の被保険者記録が

確認できなかったため、当時、同事業所に一緒に勤務していた同僚の証明

書を添付するなど、これまで年金記録確認第三者委員会に４回の申立てを

行ったが、いずれも認められなかった。 

申立期間においてＡ社に勤務し、Ｂ部門及びＣ部門で働いていたことは

間違いなく、また、今回、申立期間②及び③については、Ｃ部門で働いて

いた時の新たな同僚二人の姓名を思い出したので、再度調査の上、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

当初の申立てについては、ⅰ）申立人が所属するＡ社の従業員を雇用管理

していたＤ事業所は、昭和 24 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となっ

ており、申立人は、申立期間①においては、Ａ社の従業員として厚生年金保

険の被保険者となることはできないこと、ⅱ）申立期間②及び③については、

Ｄ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では当該期間の被保険者

記録は確認できない上、申立人は 24 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格

を取得し、同年８月３日に同資格を喪失していること、及び 26 年１月４日に

同資格を再取得し、同年５月 12 日に同資格を再喪失していることが確認でき、

このことは所管局が保管する労務者名簿の申立人に係る雇入記録とも一致し

ていることなどから、既に年金記録確認福岡地方第三者委員会（当時。以下

  



「福岡委員会」という。）の決定に基づく平成 20年 12月 19日付け年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

その後、申立人は、Ａ社で同じ業務を行っていた同僚の姓名及び連絡先等

が判明したとして、２回目の申立てを行っているが、当該同僚自身が、同事

業所に勤務していた当時は学生であり、厚生年金保険の被保険者ではなかっ

たことを認めていることなどから判断すると、申立人が申立期間において厚

生年金保険の被保険者であったことを裏付ける新たな供述とは認め難く、こ

れは当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、既に福岡委員会の

決定に基づく平成 21 年９月 16 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

また、申立人は上記の通知には納得できないとして、３回目の申立てを

行っているが、申立人に確認しても、勤務していたとの記憶のみで、申立期

間に係る新たな供述及び関連資料は得られず、ほかに当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないことから、既に福岡委員会の決定に基づく平成

22 年 11 月 11 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

さらに、４回目の申立てにおいて、申立人は、申立期間の一部を変更し、

新たに同僚の姓名を挙げているが、オンライン記録等から、申立期間②の一

部及び③を含む昭和 25 年４月 13 日から 27 年５月 13 日までの期間において、

Ｄ事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる当該同僚は、申立

人の申立期間における厚生年金保険の加入状況などについては分からない旨

供述しており、申立人の主張を確認できる供述を得ることができないことか

ら、既に福岡委員会の決定に基づく平成 24 年２月２日付け年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務し、Ｂ部門及びＣ部門で働

いていたのは間違いなく、また、申立期間②及び申立期間③については、Ｃ

部門に勤務していた時の新たな同僚二人の姓名を思い出したとして、５回目

の申立てを行っている。 

しかしながら、前述の同僚二人については、厚生年金保険被保険者台帳及

びＤ事業所に係る厚生年金保険の被保険者名簿に同姓同名の被保険者記録が

確認できるものの、一人は既に死亡し、一人は所在不明であることから、申

立期間に係る厚生年金保険の加入状況及び保険料控除について供述を得るこ

とができない。 

このほか、申立人から新たな関連資料等は提出されておらず、福岡委員会

のこれまでの決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



九州（佐賀）厚生年金 事案 5099 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年 10月１日から 36年６月１日まで 

           ② 昭和 50年 10月１日から 51年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額を確認したところ、申立期間①及び

②の標準報酬月額が直前の標準報酬月額に比べて減額されているが、会社

の業績は良く順調に昇給があったので、納得できないため、調査してほし

い。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②に係る給与明細書を所持していない上、オン

ライン記録によると、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

おり、事業主は既に死亡していることから、当該期間に係る給与支給額及び

厚生年金保険料の控除額が確認できる関連資料等を得ることができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名

簿」という。）及び健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原

票」という。）により、申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が確

認できる複数の同僚に照会したが、いずれの者も給与明細書を所持しておら

ず、当該期間における厚生年金保険料の控除額等に係る関連資料等を得るこ

とができない。 

さらに、前述の同僚のうち複数の者がＡ社における事務担当者であったと

して姓名を挙げた二人は、標準報酬月額については給与総額に応じた届出を

社会保険事務所（当時）に行っており、厚生年金保険料控除額も届出により

社会保険事務所が決定した標準報酬月額に基づいた額を控除していた旨供述

している。 

加えて、申立人の被保険者名簿及び被保険者原票を見ても、申立人の申立

  



期間における標準報酬月額の記録が遡及して訂正されている等の不自然さは

認められない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業

主による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

  




